
事業者について

神戸市個人情報保護条例
(H10.4月施行、一部改正 H16.6月施行) 基本的な考え方

個人情報保護法
(H17.4月施行)

市長の指導等・

大臣の関与

(責務）
第４条　事業者は，個人情報の保護の重要性を認識し，個

人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止す

るために必要な措置を講ずるように努めるとともに，個

人情報の保護に関する市の施策に協力しなければなら

ない。

（指導又は助言）

第 28条　市長は，事業者に対し，事業者自らが個人情報
の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずる

よう指導又は助言を行うものとする。

（事業者に対する措置）

第 29条　市長は，事業者が個人情報を不適正に取り扱っ
ている疑いがあると認めるときは，当該事業者に対し，

その事実を明らかにするために必要な限度において，説

明又は資料の提出を求めることができる。

２　市長は，事業者が前項の規定による説明を正当な理由

なく行わず，若しくは虚偽の説明を行い，若しくは同項

の規定による資料を正当な理由なく提出せず，若しくは

虚偽の資料を提出したとき，又は事業者が個人情報を著

しく不適正に取り扱っていると認めるときは，当該事業

者に対し，必要な措置をとるべきことを勧告することが

できる。

３　市長は，事業者が前項の規定による勧告に従わなかっ

たときは，審議会の意見を聴いた上で，その旨を公表す

ることができる。この場合においては，市長は，あらか

じめ，当該事業者の意見を聴取しなければならない。

○現行条例を維持 第四章　個人情報取扱事業者の義務等

　第一節　個人情報取扱事業者の義務（第十五条－第三十六条）

第十五条（利用目的の特定）～　第三十一条（個人情報取扱事業者による苦情の処理）　略

（報告の徴収）

第三十二条　主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告

をさせることができる。

（助言）

第三十三条　主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要

な助言をすることができる。

（勧告及び命令）

第三十四条　主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の

規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該

違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

２　主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場

合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置

をとるべきことを命ずることができる。

３　主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二

十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認

めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。

（主務大臣の権限の行使の制限）

第三十五条

２　前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者（それぞれ当該各号に定める

目的で個人情報を取り扱う場合に限る。）に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

第三十六条（主務大臣）　略

　第二節　民間団体による個人情報の保護の推進（第三十七条－第四十九条）　略

第六章　罰則（第五十六条－第五十九条）

第五十六条　第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十七条　第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十八条～第五十九条　略

上記の

除外規定

○法第 50条 1項、法第
35条 2 項と同様の趣旨
の規定を、条例第 28条、
29 条の例外規定として
設ける。

（適用除外）

第五十条　個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当

該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。

　一　放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む。）報道の用に供する目的

　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的

　三　大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者　学術研究の用に供する目的

　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

注　「前章」…「第四章　個人情報取扱事業者の義務等」

第三十五条（主務大臣の権限の行使の制限）《再掲》

《定義規定》

○　神戸市個人情報保護条例（抜粋）

前回（第 12回）提出資料１２－８と同一

１３－４

第１３回　制度審議部会　提出資料



（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

　(3)　事業者　法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。）及び事業を営む個人をいう。

○　個人情報保護法（抜粋）

（定義）

第二条  ３　この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に
掲げる者を除く。

　一  国の機関
　二  地方公共団体
　三　独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十九号）第二条第一項に規定する

独立行政法人等をいう。以下同じ。）

　四  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

○　個人情報の保護に関する法律施行令（抜粋）

（個人情報取扱事業者から除外される者）

第二条　法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特

定の個人の数（当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若し

くは居所（地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。）若しくは電話番号のみが含まれる場合

であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人

情報によって識別される特定の個人の数を除く。）の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。


